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１ 罹災（り災）証明書の発行の目的について
町では、地震や風水害などの自然災害による住家や住家以外の建物・物件の

被害を受けた場合、被災者からの申請を受理し、その事実を証明する証明書を
交付いたします。(内閣府防災情報のページ､災害に係る住家の被害認定) 
大規模災害発生時は、次の内容と扱いが異なる場合があります。その際は、

ＩＰ告知端末、町ホームページ、広報車などで改めて周知いたします。

２ 住まいが被害を受けたとき最初にすること
(1)  災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付

けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者の方々が一日も早く日
常の生活を取り戻せるように、行政も様々な支援に動き出します。それらの
支援も受けながら、一歩ずつ再建を進めていきましょう。その支援を受ける
ためにも、被災状況を写真で撮るようお願いします。

(2) 家の被害状況を写真で記録すること
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真を撮って保存しておきましょう。

町から罹災証明書を取得して災害に係る住家の被害認定を受ける際や、保険
会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。ポイントは、
家の外と中の写真を撮ることです。
ア 家の外の写真の撮り方
(ｱ) カメラ・スマホなどでなるべく４方向(表札含む。) から撮るようにし

ましょう。
(ｲ) 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。

※メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の
大きさが良くわかります。

イ 家の中の写真の撮り方
(ｱ) 被災した部屋ごとの全景写真を撮りましょう。
(ｲ) 被害箇所の「寄り」の写真を撮りましょう。
(ｳ) 想定される撮影箇所

内壁、床、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面所、
便器、ユニットバス など
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３ 地震・風水害の被害にあわれた場合
(1) 証明書の種類

地震や風水害などによる被害の証明書類は、次の３種類です。
ア 罹災（り災）証明書

災害による住家被害の程度(全壊・半壊・一部損壊など)を証明するもの。
イ 被災証明書

災害による住家以外(事業所、工場、カーポート、堀など)の建物・物件
の被害を証明するもの。

ウ 被災届出証明書
住家または住家以外の建物・物件について、災害による被害を受けたこ

とを届け出た事実を証明するもの。
(2) 罹災（り災）証明書の発行までの流れ

ア 申請の受付
罹災（り災）証明申請の際は、以下の書類をご準備ください。

(ｱ) 罹災（り災）証明書交付申請書
(ｲ)  本人確認書類(運転免許証や住民票の写しなど)
(ｳ) 罹災（り災）したことが確認できる写真

写真は、以下のように撮影していただけると被害の判定をスムーズに
行うことができる場合があります。
ａ 建物の外側を４方向から浸水した深さがわかるように撮影した写真
ｂ 表札と建物が１枚の写真で確認できる写真
ｃ 室内の被害の状況が確認できる写真
ｄ その他罹災（り災）した箇所がわかる写真
※その他申請者の状況に応じて必要となる書類があります。

イ 被害認定調査
被害認定調査の流れ

(ｱ) 申請に基づき、町の職員が現地にて調査を行います。
(ｲ) 調査については、外観から判定できるものについては、町の職員が現

地で確認し判定を行います。（１次調査）
(ｳ) 外観での判定が難しい場合には、建物内部の調査を行いますが（２次

調査）、その際には、調査の立会いのご協力をお願いいたします。
※建物の周辺の被害状況によっては、申請していただいても、すぐに現
地調査できない場合があり、被害の判定に時間がかかることがありま
すので、ご理解ください。

ウ 罹災（り災）証明書発行
証明書を受け取った後
判定結果に不服がある場合には、罹災（り災）証明書の交付を受けた日

から、原則６か月以内に、２次調査、再調査を依頼することができます。
再調査等により、被害の程度が変更になった場合には、それより前に交

付された証明書は、その効力を失います。
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イ 災害の被害認定基準(令和３年６月２４日付府政防６７０号内閣府政策統
括官(防災担当))

ウ 罹災（り災）証明書の交付
罹災（り災）証明書の統一様式は、罹災（り災）証明書（様式１）のと

おりとします。

被害の程度 全壊
大規模
半壊

中規模
半壊

半壊 準半壊
準半壊に
至らない
(一部損壊)

損害基準判定
(住家の主要な
構成要素の経
済的被害の住
家全体に占め
る損害割合)

５０％
以上

４０％
以上
５０％
未満

３０％
以上
４０％
未満

２０％
以上
３０％
未満

１０％
以上
２０％
未満

１０％未満

(3)  災害に係る住家の被害認定
町長は、災害対策基本法第９０条の２第１項の規定に基づき町内で災害が

発生した場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞な
く、住家の被害その他、町が定める種類の状況を調査し、当該災害による被
害の程度を証明する書面（罹災（り災）証明書」という。）を交付します。
ア 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成１３年作成、令和３年最終
改定）
(ｱ) 市町村が災害により被害を受けた住家の被害認定を迅速かつ的確に実

施できるよう、地震・水害・風害等の災害ごとに住家の経済的被害の標
準的な調査方法を定めたもの

(ｲ) 固定資産評価を参考に、原則として、部位(基礎、柱等)別の損害割合
を算出し、それらを合計して住家全体の損害割合を算出して判定

※被害が軽微な場合は、現地調査を省略させていただくことがございます。
また、被災届出証明書の発行の際は、現地調査は行いません。

※申請書類の提出から発行まで、通常、数日から１週間程度お時間をいただき
ます。町内で多くの被害が発生した場合は、発行までに時間がかかる場合が
あります。

※住家・非住家などの物件の種類や罹災（り災）状況により、申請書類が異な
ります。被害箇所の写真をご準備いただき、下記の窓口にお問い合わせくだ
さい。被災物件の種類や被災状況の確認後に、各種申請書類をお渡しします。

申請・郵送先：〒０４４－０２９２ 喜茂別町字喜茂別１２３番地
喜茂別町役場住民課

電話番号： ０１３６－３３－２２１１
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４ 支援制度のご案内
風水害や地震などで被災された場合は、被災の程度により税金や保険料など

の減免及び融資などの制度があります。
減免・融資の内容や問い合わせ先などの詳細は､別紙｢災害にあわれた方へ」

をご覧ください。

(4) 申請に必要なもの
ア 申請書
(ｱ) 罹災(り災)証明書の場合は、「罹災(り災)証明書交付申請書」

罹災(り災)証明書交付申請書の統一様式は、罹災(り災)証明書交付申請書
（様式２）のとおりとします。

(ｲ) 被災証明書の場合は、「被災証明書交付申請書」
被災証明書交付申請書の統一様式は、被災証明書交付申請書（様式３）の

とおりとします。
(ｳ) 被災届出証明書の場合は、「被災届出証明書交付申請書」

被災届出証明書交付申請書の統一様式は、被災届出証明書交付申請書（様
式４）のとおりとします。

イ 本人確認書類
(ｱ) 運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証など
(ｲ) 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類
ウ 災害による被害箇所の状況がわかる写真
エ 委任状

代理人が申請する場合のみ
(5) 申請の受付期限

各種申請の受付期限は設けておりませんが、災害と被害の因果関係が認められ
ない場合は罹災（り災）証明書・被災証明書の発行はできません。被害を確認し
た場合、早めの申請をお願いします。


